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人  数 1 名 

応募資格 
◆普通自動車免許を有する方　◆パソコン操作のできる方（文書作成、表計算等）

ただし、地方公務員法第 16 条（欠格事項）に該当する場合は応募できません。 

雇用期間 平成 25 年 2 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日 2 カ月間 
勤務形態 原則として月曜日～金曜日、午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 
賃  金 日給 6,400 円 ※別途通勤手当、割増給、臨時給があります。 

受付期間 
1 月 4 日（金）～ 15 日（火）  
午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 ※閉庁日は除きます。 

お申し込み 
方法 

市販の履歴書に所要事項を記入のうえ、運転免許証の写しを添えてお申し込みく

ださい。なお、郵送の場合は、受付期間内必着とします。 

お申し込み先

お問い合わせ 
〒306－0392 茨城県猿島郡五霞町小福田1162－1 

五霞町役場総務課　秘書・人事G　☎（84）1111 内線227 

臨時職員を募集します

 
　
こ
の
事
業
は
、
次
の
条
件
を
満
た

す
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
を
希
望
す

る
場
合
、
専
門
知
識
を
有
す
る
「
木

造
住
宅
耐
震
診
断
士
」
を
派
遣
し
て

耐
震
診
断
を
行
い
、
耐
震
性
能
の
確

認
や
耐
震
化
の
意
識
啓
発
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

○
対
象
住
宅

　
耐
震
診
断
の
対
象
と
な
る
住
宅
は
、

次
の
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の

で
す
。

⑴
町
内
に
建
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑵
対
象
住
宅
の
所
有
者
が
町
税
の
滞

納
を
し
て
い
な
い
こ
と
。
（
所
有

者
が
複
数
の
場
合
は
代
表
者
）

⑶
一
戸
建
て
の
木
造
住
宅
ま
た
は
店

舗
等
併
用
住
宅
※
で
２
階
以
下
の

も
の

※
床
面
積
の
２
分
の
１
以
上
が
住
宅

で
あ
る
も
の
に
限
る
。

⑷
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工

さ
れ
、
建
築
確
認
を
受
け
て
建
築

さ
れ
た
も
の
。
た
だ
し
、
建
築
時

に
お
い
て
建
築
基
準
法
に
該
当
し

な
か
っ
た
場
合
を
除
く
。

⑸
在
来
軸
組
工
法
ま
た
は
枠
組
壁
工

法
で
建
築
さ
れ
た
も
の
（
丸
太
組

工
法
及
び
プ
レ
ハ
ブ
工
法
な
ど
の

よ
う
な
特
殊
な
工
法
に
よ
り
建
築

さ
れ
て
い
る
も
の
は
対
象
外
）

※
ご
注
意
く
だ
さ
い
!!

◎
こ
の
耐
震
診
断
は
、
地
震
で
の
倒

壊
の
可
能
性
や
補
強
の
必
要
性
に
つ

い
て
行
う
も
の
で
す
の
で
、
東
日
本

大
震
災
に
よ
る
被
害
状
況
を
診
断
す

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
被
災
度

区
分
判
定
を
希
望
す
る
場
合
は
、
各

自
で
建
築
士
事
務
所
な
ど
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

◎
町
で
関
係
し
て
い
る
木
造
住
宅
の

耐
震
診
断
助
成
は
本
制
度
の
み
で
す
。

派
遣
す
る
木
造
住
宅
耐
震
診
断
士
が
、

補
強
工
事
の
見
積
の
提
示
や
補
強
工

事
の
契
約
の
勧
誘
を
す
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　
疑
わ
し
い
セ
ー
ル
ス
等
に
は
十
分

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
診
断
費
用
（
個
人
負
担
）

　
一
戸
あ
た
り
２
千
円

○
募
集
戸
数

　
先
着
20
戸

○
お
申
し
込
み
期
間

　
１
月
７
日
(月)
〜
25
日
(金)
（
閉
庁
日

を
除
く
。
な
お
、
定
数
に
達
し
次
第

終
了
し
ま
す
。
）

○
受
付
時
間

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

○
必
要
書
類

⑴
申
込
書
（
建
設
環
境
課
窓
口
ま
た

は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
）

⑵
建
築
時
期
及
び
延
床
面
積
が
確
認

で
き
る
も
の

⑶
概
略
平
面
図
（
建
築
確
認
申
請
書

が
あ
れ
ば
そ
の
写
し
。
）

○
お
申
し
込
み
方
法

　
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う

え
建
設
環
境
課
ま
で
提
出
く
だ
さ
い
。

○
お
申
し
込
み
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
診
断
ま
で
の
流
れ

○
お
問
い
合
わ
せ
及
び
申
込
先

　
建
設
環
境
課
　
建
設
都
市
計
画
Ｇ

　
☎
（84）
３
３
４
７
（
直
通
）

町では、臨時職員（一般事務補助）を募集します。希望される方は、次の募集内容を確認のうえお申し込みください。
お申し込みされた方の中から、面接などによる選考のうえ採用します。

五
霞
町
木
造
住
宅
耐
震
診
断
士
派
遣
事
業

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
を
支
援
し
ま
す
！

申
込
受
付
後
、
内
容
の
確
認
を

行
い
、
派
遣
住
宅
と
派
遣
す
る

木
造
住
宅
耐
震
診
断
士
を
決
定

し
ま
す
。

派
遣
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

町
か
ら
申
込
者
に
通
知
を
送
付

し
ま
す
。

派
遣
が
決
定
し
た
方
に
は
、
派

遣
決
定
通
知
書
と
個
人
負
担
納

入
の
ご
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

派
遣
が
決
定
し
た
方
に
は
、
診

断
士
が
直
接
日
程
の
調
整
を
行

い
、
診
断
に
伺
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
円
滑
な
日
程
調
整
と
診

断
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。


